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　　　　保険料の支払いは
　　　　ご自分に合った方法で

　納付書・口座振替・クレジットカードで

の納付や、パソコンや携帯電話からイン

ターネットを利用した電子納付がありま

す。詳しくは、新宿年金事務所（5285）

8611へお問い合わせください。

国民年金保険料後納制度の

ご利用を

　平成27年9月30日までに限り、過去10

年以内の保険料を納めることができるよ

うになりました。

　過去10年以内の保険料を納めていただ

くことで、将来の年金額を増やしたり、年

金の受給権につながる場合があります。

保険料の納付には、事前に年金事務所へ

の申請が必要です。審査の結果、納付をお

受けできない場合があります。

ぱる新宿がお手伝いします

中小企業や商店の福利厚生

みんなが加入し支え合う

国国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民民年年年年年年年年年年年金金金金金金金金金金金
日本に住む

20歳以上60歳未満の

すべての方が加入します

国民年金資格の取得・喪失、保険料の免除

　区医療保険年金課年金係（本庁舎4階）

　（5273）4532

国民年金の給付の申請

　区医療保険年金課年金係（本庁舎4階）

　（5273）4338

一般の年金相談

　ねんきんダイヤル0570（05）1165

　※050・070から始まる電話からは

　　（6700）1165

国民年金保険料の納付、厚生年金の申請

　新宿年金事務所（大久保2―12―1）

　（5285）8611

国民年金基金

　（0120）654192　　（5285）8800

日本年金機構ホームページ

　http://www.nenkin.go.jp/

　国民年金保険料を納めていない期間が長い

と、年金が受け取れないことがあります。所得

が少ないなどで保険料の支払いが難しい場合

には、保険料の納付が免除・猶予される制度が

あります。保険料は未納のままにせず、区医療

保険年金課年金係にご相談ください。

免除（全額免除・一部納付等）申請

　本人だけでなく、配偶者・世帯主の所得が一

定額以下の場合に、保険料の納付が全額また

は一部免除になります。免除の対象となる所

得の目安は、お問い合わせください。

　また、退職（失業）した方は、退職（失業）した

年度と翌年度に限り、特例免除制度を利用で

きます（配偶者・世帯主の所得が一定額以上の

場合は利用できません）。申請には雇用保険受

給資格者証・雇用保険被保険者離職票等の写

しが必要です。

若年者納付猶予申請

　30歳未満の方で、世帯主の所得にかかわら

ず本人・配偶者の所得が一定額以下の場合は、

保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例申請

　学生で本人の所得が一定額以下の場合に、

保険料の納付が猶予されます。

※保険料の免除等は、原則として毎年度申請

が必要です。

※免除・猶予の期間は、国民年金の受給資格に

必要な期間に算入されます（若年者納付猶予・

学生納付特例の期間は老齢基礎年金の受給額

には反映されません）。

緑
と
花
の
展
示
会

【
日
時
】

11月

5日

～

8日

午
前

8時

30分
～
午
後

5時
（

5日
は
午

後

7時
ま
で
）

【
会
場
】区
役
所
本
庁
舎

1階
ロ
ビ
ー

【
展
示
内
容
】菊
花
鉢
、盆
栽
、寄
せ
植

え
、ハ
ン
ギ
ン
グ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ほ
か

【
問
合
せ
】
み
ど
り
公
園
課
み
ど
り
の

係（
本
庁
舎

7階
）（

5
2
7
3）

3

9
2
4へ

。

そ
ば
打
ち
講
習
会

【
日
時
】

11月

6日

午
前

10時
～
午

後

1時

30分

【
対
象
】
区
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の

方
、

14名

【
内
容
】家
庭
で
も
で
き
る
鴨 か
もせ
い
ろ

【
費
用
】

800円

【
会
場
・
申
込
み
】
電
話
で
戸
塚
地
域

セ
ン
タ
ー（
高
田
馬
場

2―

18―

1）


（

3
2
0
9）

8
0
0
1へ

。
先
着

順
。

就
職
面
接
会
・
セ
ミ
ナ
ー

　
「
新
宿
わ
く
☆
ワ
ー
ク
」
は
、
高
年

齢
者
の「
働
き
た
い
」を
応
援
し
て
い

ま
す
。

【
日
時
・
内
容
】▼
①
職
種
説
明
会（
清

掃
）
…

11月

7日

午
後

1時
～

2
時
、
▼
②
ミ
ニ
就
職
面
接
会
（
警
備
・

清
掃
ほ
か
）
…

7日

午
後

2時
～

4時
、
▼
③
再
就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー

（
就
職
の
心
構
え
と
面
接
の
受
け
方
）

…

11日

午
後

1時
～

2時

30分
、

▼
④
就
職
の
個
別
相
談
会
…

11日


午
後

2時

40分
～

5時
、
③
④
の
講

師
は
小
川
信
彦
（
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
）

【
対
象
】都
内
在
住
で
お
お
む
ね

55歳

以
上
の
方

【
会
場
・
申
込
み
】①
は

11月

6日

・

③
④
は

8日

ま
で
に
電
話
で
、
②

は

11月

6日

ま
で
に
直
接
、
新
宿

わ
く
☆
ワ
ー
ク（
新
宿

7―

3―

29、

新
宿
こ
こ
・
か
ら
広
場
し
ご
と
棟
）


（

5
2
7
3）

4
5
1
0へ

。
④
は

先
着

3名
。

手
打
ち
そ
ば
教
室

【
日
時
】

11月

8日

午
前

10時

30分

～
午
後

1時

30分

【
会
場
】新
宿
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
分

館（
高
田
馬
場

1―

32―

10）

【
対
象
】区
内
在
住
・
在
勤
の
方
、

16名

【
内
容
】
秋
収
穫
の
国
産
そ
ば
粉
で

そ
ば
作
り

【
費
用
】

800円

【
後
援
】新
宿
区

【
主
催
・
申
込
み
】
往
復
は
が
き
に
記

載
例
（

4面
参
照
）
の
と
お
り
記
入

し
、

11月

1日
（
必
着
）
ま
で
に
新
宿

区
消
費
生
活
モ
ニ
タ
ー

O
B会

（
〒

1
6
9・

0
0
7
5高

田
馬
場

1―

32―

10、
新
宿
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

分
館
内
）へ
。応
募
者
多
数
の
場
合
は

抽
選
。

【
問
合
せ
】
新
宿
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
第

2分
庁
舎

3階
）（

5
2
7
3）

3
8
3
4へ

。

高
田
馬
場
創
業
支
援
セ
ン
タ
ー

ビ
ジ
ネ
ス
セ
ミ
ナ
ー

①
創
業
応
援
セ
ミ
ナ
ー

　
「
起
業
家
は
新
宿
区
の
宝
だ
！
」

【
日
時
】

11月

8日

午
後

6時

30分

～

8時

【
対
象
】
区
内
で
の
創
業
・
新
産
業
創

出
に
向
け
た
計
画（
概
要
で
可
）の
あ

る
方
、
中
小
企
業
の
事
業
者
、

15名

【
内
容
】
同
セ
ン
タ
ー
を
活
用
し
た
賢

い
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
（
活
動
事
例
と

活
動
を
具
体
化
す
る
方
法
を
セ
ン

タ
ー
の
施
設
長
が
解
説
）

②
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
デ
ビ
ュ
ー

　
講
座

【
日
時
】

11月

9日

午
前

10時

30分

～

12時

【
対
象
】
区
内
在
住
の
方
、
区
内
の
事

業
者
、

15名

【
内
容
】
定
期
総
会
・
理
事
会
な
ど

管
理
組
合
運
営
の
基
礎
知
識
（
市
川

貴
久
・
新
宿
区
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士

会
副
会
長
）

【
会
場
・
申
込
み
】
電
話
か
フ
ァ
ッ
ク

ス
・
電
子
メ
ー
ル
（
記
載
例
（

4面
参

照
）
の
ほ
か
希
望
講
座
（
①
②
の
別
）

を
記
入
）
で
、

11月

5日

ま
で
に

同
セ
ン
タ
ー
（
高
田
馬
場

1―

32―

10）

（

3
2
0
5）

3
0
3
1・

（

3
2
0
5）

1
0
0
7・


in

cu
@

sh
in

ju
k
u
-c

e
n
te

r.jp
へ
。先
着
順
。

消
費
者
講
座

「
借
地
や
借
家
の
更
新
料
と
は
」

【
日
時
】

11月

20日

午
後

1時

30分

～

4時

30分

【
会
場
】新
宿
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
分

館（
高
田
馬
場

1―

32―

10）

【
対
象
】区
内
在
住
・
在
勤
の
方
、

30名

【
内
容
】
借
地
借
家
の
更
新
ト
ラ
ブ
ル

を
相
談
事
例
か
ら
弁
護
士
が
解
説
。

講
座
終
了
後
に
個
別
相
談
会
を
実
施

【
費
用
】

500円

【
後
援
】新
宿
区

【
主
催
・
申
込
み
】
往
復
は
が
き
に
記

載
例（

4面
参
照
）の
ほ
か
個
別
相
談

希
望
の
有
無
を
記
入
し
、

11月

10日

（
必
着
）ま
で
に
全
国
借
地
借
家
人
組

合
連
合
会
新
宿
支
部（
〒

1
6
0・

0

0
2
2新

宿

1―

5―

5、
御
苑
フ

ラ
ト
ー

401）へ
。先
着
順
。

【
問
合
せ
】
新
宿
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
第

2分
庁
舎

3階
）（

5
2
7
3）

3
8
3
4へ

。

秋
季
高
齢
者
福
祉
大
会

【
日
時
】

11月

5日

午
前

9時

30分

～
午
後

4時

【
内
容
】
高
齢
者
ク
ラ
ブ
会
員
、
こ
と

ぶ
き
館
・
シ
ニ
ア
活
動
館
・
地
域
交
流

館
利
用
者
の
歌
・
踊
り
の
発
表

【
会
場
・
申
込
み
】
当
日
直
接
、新
宿
文

化
セ
ン
タ
ー（
新
宿

6―

14―

1）へ
。

【
問
合
せ
】
高
齢
者
福
祉
課
高
齢
者
事

業
係（
本
庁
舎

2階
）（

5
2
7
3）

4
5
6
7へ

。

あ
ゆ
み
の
家
「
あ
ゆ
み
祭
」

　
あ
ゆ
み
の
家
は
、
区
内
に
お
住
ま

い
で
心
身
に
障
害
の
あ
る
方
や
家
族

の
生
活
を
支
援
す
る
施
設
で
す
。

【
日
時
】

11月

10日

午
前

10時

20分

～
午
後

2時

30分（
雨
天
実
施
）

【
内
容
】
施
設
利
用
者
の
作
品
展
示
・

販
売
、
バ
ザ
ー
、
ゲ
ー
ム
コ
ー
ナ
ー
、

模
擬
店（
焼
き
そ
ば
・
綿
あ
め
等
）

【
会
場
・
申
込
み
】
当
日
直
接
、
あ
ゆ
み

の
家
（
西
落
合

1―

30―

10）

（

3

9
5
3）

1
2
3
0・

（

3
9
5
3）

1
0
5
3へ

。

若
松
発
・
わ
い
わ
い
福
祉

フ
ェ
ス
タ

【
日
時
】

11月

16日

午
前

10時

30分

～
午
後

3時

30分

【
内
容
】
福
祉
・
防
災
等
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
、
防
災
関
連
イ
ベ
ン
ト（
起
震
車

体
験
、
煙
体
験
ハ
ウ
ス
、
消
防
車
に

乗
っ
て
写
真
撮
影
等
）、
カ
フ
ェ
・
縁

日
、お
絵
描
き
教
室
、お
も
ち
ゃ
の
修

理
、ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
ほ
か

【
会
場
・
申
込
み
】
当
日
直
接
、
区
立

障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
戸
山

1―
22―
2）（

3
2
3
2）

3
7
1
1・

（

3
2
3
2）

3
3
4
4へ

。

家
族
介
護
者
講
座

　

介
護
の
基
本
～
排
せ
つ
介
助
を

　
学
ぼ
う

【
日
時
】

11月

20日

午
後
1時

30分

～

3時

【
会
場
】
若
松
地
域
セ
ン
タ
ー
（
若
松

町

12―

6）

【
対
象
】区
内
在
住
で
高
齢
者
を
介
護

し
て
い
る
方
、
介
護
経
験
が
あ
る
方
、

30名

【
内
容
】
排
せ
つ
介
助
の
コ
ツ
、
皮
膚

の
ケ
ア
に
関
す
る
講
演

【
申
込
み
】電
話
で
若
松
町
高
齢
者
総

合
相
談
セ
ン
タ
ー
（

5
2
9
2）

0

7
1
0へ

。先
着
順
。

※
介
護
の
た
め
参
加
が
難
し
い
方

に
は
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
、
ヘ
ル

パ
ー
派
遣
利
用
等
の
支
援
を
し
ま

す
。ご
相
談
く
だ
さ
い
。

講
演
会

「
発
達
障
害
っ
て
何
だ
ろ
う
」

【
日
時
】

11月

2日

午
前

10時

30分

～

12時

【
対
象
】区
内
在
住
・
在
勤
の
方
、

80名

【
内
容
】「
見
る
」「
聞
く
」
な
ど
の
疑
似

体
験
か
ら
発
達
障
害
へ
の
理
解
を

深
め
る（
齋
藤
乾
吾
・
横
浜
市
中
部
地

域
療
育
セ
ン
タ
ー
臨
床
心
理
士
）

【
会
場
・
申
込
み
】
電
話
で
子
ど
も
総

合
セ
ン
タ
ー
（
新
宿

7―

3―

29、

新
宿
こ
こ
・
か
ら
広
場
内
）

（

3
2

3
2）

0
6
7
9（

発
達
支
援
コ
ー

ナ
ー
）へ
。先
着
順（
託
児
あ
り
・

2歳

～
未
就
学
児
・
先
着

10名
）。

小
・
中
学
生
の
環
境
絵
画
・

環
境
日
記
展

2

0

1

3

　
環
境
絵
画
展
へ
の
全
応
募
作
品

と
、「
み
ど
り
の
小
道
」
環
境
日
記
コ

ン
テ
ス
ト
で
上
位
賞
を
受
賞
し
た
作

品
を
展
示
し
ま
す
。つ
や
ま
あ
き
ひ
こ

さ
ん（
環
境
漫
画
家
）の
作
品
展
も
同

時
開
催
し
ま
す
。

【
日
時
】

11月

4日

～

10日

午
前

10時
～
午
後

6時
（

8日

は
午
後

4時
ま
で
。

9日

は
「
新
宿
こ
ど
も

環
境
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
開
催
の
た
め
、

一
般
の
観
覧
は
で
き
ま
せ
ん
）

【
会
場
・
問
合
せ
】
エ
コ
ギ
ャ
ラ
リ
ー

新
宿（
西
新
宿

2―

11―

4、新
宿
中

央
公
園
内
）

（

3
3
4
8）

6
2
7

7へ
。

※
作
品
の
一
部
は
、

11月

19日

～

28日

に
区
役
所
本
庁
舎

1階
ロ

ビ
ー
に
展
示
し
ま
す
。

家
庭
教
育
学
級

【
日
時
】

11月

7日

午
前

10時
～

12

時【内
容
】講
演「
わ
が
子
を
「
メ
シ
が
食

え
る
大
人
」
に
す
る
思
春
期
の
子
育

て
」（
松
島
伸
浩
・
花
ま
る
学
習
会
ス

ク
ー
ル

F
C代

表
）

【
会
場
・
申
込
み
】
当
日
直
接
、
四
谷
小

学
校（
四
谷

2―

6）へ
。

【
主
催
・
問
合
せ
】
四
谷
小
学
校

P

T

A文
化
委
員
会
・
河
石

（

3
3
5

1）

1
2
8
3へ

。

人
形
劇

　

四
谷
図
書
館
主
催

【
日
時
】

11月

10日

午
後

3時
～

4

時【
会
場
】
四
谷
地
域
セ
ン
タ
ー
（
内
藤

町

87）

【
対
象
】小
学
生
ま
で
の
お
子
さ
ん
と

保
護
者
、

95名

【
上
演
作
品
】「
ジ
ャ
ッ
ク
と
豆
の
木
」

ほ
か（
人
形
劇
団
こ
ぱ
ん
）

【
申
込
み
】
事
前
に
電
話
ま
た
は
直

接
、
四
谷
図
書
館（
内
藤
町

87）（

3

3
4
1）

0
0
9
5へ

。先
着
順
。

　

北
新
宿
図
書
館
主
催

【
日
時
】

11月

23日

午
後

2時
～

3

時【対
象
】小
学
生
ま
で
の
お
子
さ
ん
と

保
護
者
、

60名

【
上
演
作
品
】「
が
ま
く
ん
と
か
え
る

く
ん
」ほ
か（
人
形
劇
団
ポ
ポ
ロ
）

【
会
場
・
申
込
み
】
当
日
直
接
、
北
新
宿

生
涯
学
習
館（
北
新
宿

3―

20―

2）

へ
。先
着
順
。

【
問
合
せ
】
北
新
宿
図
書
館

（

3
3

6
5）

4
7
5
5へ

。

子
ど
も
読
書
塾

【
日
時
・
内
容
】
▼

11月

17日

午
後

2時
～

4時
…
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
の
本

作
り
、
▼

23日

午
後

2時
～

3時

30分
…
ミ
ニ
・
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル（
お

気
に
入
り
の
本
、
お
薦
め
し
た
い
本

を
紹
介
）

【
対
象
】区
内
在
住
の
小
学

3～

6年

生
、
各
日

10名（

1日
の
み
の
参
加
も

で
き
ま
す
）

【
会
場
・
申
込
み
】電
話
ま
た
は
直
接
、

こ
ど
も
図
書
館
（
大
久
保

3―

1―

1、
旧
戸
山
中
学
校
）（

3
3
6
4）

1
4
2
1へ

。先
着
順
。

　

保
険
料
の
納
付
が
遅
れ
て
い
る

　
方
へ

　
未
納
の
状
態
が
続
く
と
、
差
し
押

さ
え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
行
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。こ
の
機
会
に
、相
談
と

保
険
料
の
お
支
払
い
に
お
い
で
く
だ

さ
い
。

【
日
時
】

10月

27日

、

11月

24日

、

12月

15日

午
前

9時
～
午
後

5時

【
会
場
・
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課

納
付
相
談
係
（
本
庁
舎

4階
）

（

5

2
7
3）

3
8
7
3・

4
5
3
0へ

。

※

10月

27日
、

11月

24日
は
休
日
窓

口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
本
庁
舎
正

面
入
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

12月

15日
は
夜
間
通
用
口
（
本
庁
舎
裏
側

地
下

1階
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
火
曜
日
は
午
後

7時
ま
で
窓
口
を

延
長
し
て
相
談
を
お
受
け
し
て
い

ま
す
。

児
童
指
導
業
務
等
委
託
事
業
者

選
定
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

　

26年

4月
か
ら
次
の
施
設
で
事
業

を
運
営
す
る
事
業
者
に
つ
い
て
、

1

次
審
査
を
通
過
し
た
事
業
者
の
公
開

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。

【
日
時
・
事
業
内
容
】

11月

10日


▼
午
前

9時

30分
～

10時

45分
（
午

前

9時

15分
開
場
）
…
薬
王
寺
児
童

館（
市
谷
薬
王
寺
町

51）内
の
学
童
ク

ラ
ブ
と
土
・
日
曜
日
、
祝
日
の
児
童
館

運
営

▼
午
後

2時

30分
～

3時

20分
（
午

後

2時

15分
開
場
）
…
榎
町
子
ど
も

家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー（
榎
町

36）内
の

学
童
ク
ラ
ブ
、
ひ
ろ
ば
型
一
時
保
育

と
日
曜
日
・
祝
日
の
児
童
コ
ー
ナ
ー

運
営
等

【
会
場
・
申
込
み
】
当
日
直
接
、
榎
町
地

域
セ
ン
タ
ー
（
早
稲
田
町

85）
へ
（
託

児
あ
り
）
。

【
問
合
せ
】
子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー
児

童
館
運
営
係
（

5
2
7
3）

4
5
4

4へ
。

新
宿
文
化
セ
ン
タ
ー

11月
の
休
館
日
の
変
更

　
休
館
日
は
原
則
と
し
て
毎
月
第

2

火
曜
日
で
す
が
、
公
演
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
の
都
合
に
よ
り
変
更
し
ま
す
。

【
休
館
日
】

11月

27日

（

12日

は

開
館
）

【
問
合
せ
】
同
セ
ン
タ
ー
（
新
宿

6―

14―

1）（

3
3
5
0）

1
1
4
1へ

。

北
新
宿
第
二
児
童
館
の

一
部
利
用
休
止

　
改
修
工
事
の
た
め
、

11月
初
旬
～

12月
下
旬
は
利
用
で
き
な
い
部
屋
が

あ
り
ま
す
。

【
問
合
せ
】
同
館
（
北
新
宿

3―

20―

2）（

3
3
6
5）

1
1
2
1へ

。

　公的年金制度は、現役で働く世代が高齢者世代を支えること

を基本としています。

　老後の生活のためだけでなく、一家の大黒柱が亡くなったと

きや、病気やけがで障害の状態になったときも、年金が子どもか

ら高齢の方まで、皆さんの生活を支えています。

【問合せ】区医療保険年金課年金係（本庁舎4階）（5273）4532・

（3209）1436へ。

　
各
園
で

26年
度
の
募
集
案

内
、
入
園
申
請
書
を
配
布
し
て

い
ま
す
。

11月

6日

～

8日


に
、
入
園
を
希
望
す
る
園
で

申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。
受
付

場
所
・
時
間
等
詳
し
く
は
、「
募

集
案
内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

新
宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご

案
内
し
て
い
ま
す
（
入
園
申
請

書
も
取
り
出
せ
ま
す
）。

【
対
象
】
保
護
者
と
と
も
に
区
内

在
住
で
集
団
生
活
に
支
障
が
な

く
、
保
護
者
等
の
送
り
迎
え
が

可
能
な

3歳
児
～

5歳
児

【
問
合
せ
】▼
幼
稚
園
…
学
校
運

営
課
保
健
給
食
・
幼
稚
園
係（
第

1分
庁
舎

4階
）

（

5
2
7

3）

3
1
0
3、▼

子
ど
も
園
…

子
ど
も
園
推
進
課
子
ど
も
園
係

（
本
庁
舎

2階
）（

5
2
7
3）

4
0
4
7へ

。

　
ぱ
る
新
宿
（
区
勤
労
者
・
仕
事
支

援
セ
ン
タ
ー
勤
労
者
サ
ー
ビ
ス

課
）
は
、
中
小
企
業
や
商
店
に
お
勤

め
の
方
や
事
業
主
の
福
利
厚
生
の

充
実
を
お
手
伝
い
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
約
千

300事
業
所
、

7千
名
が

会
員
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

入
会
で
き
る
方

▼
区
内
に
事
業
所
が
あ
る
従
業
員

300名
以
下
の
中
小
企
業
（
会
社
・
工

場
・
商
店
（
個
人
商
店
を
含
む
）
等
）

の
従
業
員
と
事
業
主

▼
区
内
在
住
で
区
外
の
中
小
企
業

に
勤
務
し
、勤
務
地
に「
ぱ
る
新
宿
」

と
同
様
の
団
体
が
な
い
方

　

主
な
事
業

▼
日
帰
り
バ
ス
旅
行
（
イ
チ
ゴ
狩

り
な
ど
）

▼
都
内
遊
園
地
・
入
浴
施
設
等
の

利
用
補
助
（
と
し
ま
え
ん
・
西
武
園

ゆ
う
え
ん
ち
等
の
フ
リ
ー
パ
ス
券

を

500円
～
千
円
で
販
売
）

▼
ス
ポ
ー
ツ
観
戦
券
の
割
引
補
助

（
プ
ロ
野
球
・
サ
ッ
カ
ー
Ｊ
リ
ー
グ
・

大
相
撲
等
が
約

2割
～

3割
引
き
）

▼
宿
泊
施
設
や
国
内
・
海
外
旅
行

ツ
ア
ー
の
割
引
や
宿
泊
補
助
（
会

員

1人

1泊

2千
円
・
登
録
家
族

1人

1泊
千
円
。年
度
内

4泊
ま
で
）

▼
健
康
診
断
・
人
間
ド
ッ
ク
の
割
引

や
利
用
補
助（
会
員
の
み

2千
円
～

5千
円
補
助
）

▼
結
婚
・
出
産
・
入
学
等
の
祝
い
金
、

入
院
等
の
見
舞
金
、弔
慰
金
の
給
付

（

5千
円
～

10万
円
）

　

会
費

▼
入
会
金
…

1名

200円

▼
月
会
費
…

1名

500円

※
事
業
主
が
負
担
し
た
入
会
金
・

会
費
は
税
法
上
、
損
金
ま
た
は
必

要
経
費
と
し
て
処
理
で
き
ま
す
。

【
問
合
せ
】
ぱ
る
新
宿
（
新
宿

7―

3―

29、
新
宿
こ
こ
・
か
ら
広
場
し

ご
と
棟
）

（

3
2
0
8）

2
3
1

1へ
。

申請書の

受付期間は

11月6日（水）～8日（金）

区立

幼稚園・子ども園

26年度の園児募集

10月28日(月)から移転

西部工事事務所

西部公園事務所

現在の状況 届け出理由 届け出先 届け出後の種別

自営業・学生・

無職などの方
20歳になった

区医療保険年金課

特別出張所
第1号被保険者

第２号被保険者の

被扶養配偶者
配偶者の勤務先 第3号被保険者

第１号被保険者
就職した 勤務先 第2号被保険者

第２号被保険者である配偶者の扶養になった 配偶者の勤務先 第3号被保険者

第２号被保険者
退職した

区医療保険年金課

特別出張所
第1号被保険者

第２号被保険者である配偶者の扶養になった 配偶者の勤務先 第3号被保険者

第３号被保険者

就職した 勤務先 第2号被保険者

配偶者が退職した・配偶者が65歳になった
扶養ではなくなった

区医療保険年金課

特別出張所
第1号被保険者

配偶者が転職した（第2号被保険者を継続）配偶者の新しい勤務先 第3号被保険者

国民年金の届け出をお忘れなく

保険料の支払いが難しいときは

はがき・ファックスの記載例

①講座・催し名

②〒・住所

③氏名（ふりがな）

④電話番号

（往復はがきには、

返信用にも住所・

氏名）

※あて先は各記事

の申し込み先へ。

※費用の記載のな

いものは、原則無料。

講座・

催し等の

申し込み

国
民

健
康

保
険

料
休

日
納

付
相

談

国民年金に関する問合せ

　建て替え工事のため、現在の所在地

（下落合1―9―8、旧中央図書館内）から、

仮施設に移転します。電話番号は移転前

と変わりません（ファックス番号は変更）。

西部工事事務所

【移転先の所在地】下落合2―1―1、新宿

清掃事務所内

【問合せ】（3364）2422・（3951）3012

※10月25日までは（5389）2251

西部公園事務所

【移転先の所在地】高田馬場3―46―14、

小滝橋地域防災活動拠点内（小滝公園

（高田馬場3―46）隣）

【問合せ】（3364）2421・（3360）0052

※10月25日までは（5389）2251

国民年金の加入者は3つの種別

第1号被保険者　【保険料は自分で納付】

　自営業・自由業などの方と配偶者、学生・アルバイトなどで20

　歳以上60歳未満の方

第2号被保険者　【保険料は給料から天引き】

　会社員・公務員（厚生年金・共済組合の加入者）などで原則と

　して65歳未満の方

第3号被保険者　【保険料は配偶者が加入する年金制度が負担】

　第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳

　未満の方

任意加入被保険者

　次のいずれかに該当する方は、希望すれば加入できます。

　60歳以上65歳未満で、年金額を増やしたい方

　60歳以上70歳未満で受給期間を満たしていない方

　日本国籍で海外に住む20歳以上65歳未満の方

国民年金の3つの安心

●充実した老後のための保障　老齢基礎年金

　国民年金の保険料を納めた期間・納付の免除期間の合計（受給

資格期間）が原則として25年以上の方が、65歳になったときか

ら受け取れます。年金の受け取りを60歳～64歳に繰り上げて、

減額された年金を受けることや、受け取りを66歳以降に繰り下

げて、増額された年金を受けることもできます。

●病気やけがで障害が残ったら　障害基礎年金

　「20歳になる前」「国民年金の加入中」「60歳～64歳の間」が初

診日の病気やけがで、日常生活に著しく支障のある障害の状態

になったときに受け取れます。

●もしものとき残された家族のために　遺族基礎年金

　国民年金の加入中に夫が亡くなったとき、子どものいる妻ま

たは子どもは、子どもが18歳（障害のある場合は20歳）になる年

度の末日（3月31日）まで受け取れます。

★ ★
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